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家畜衛生だより 
 

 
 近年、BVDの発生が全国的に増加しており、県内でも持続感染牛（PI

牛）摘発事例があります。 

 本県では PI牛早期発見のため、令和元年度から半年に一度、県内の全

酪農家を対象にバルク乳を採取し、無料で検査を実施しています。 

 今年度第１回目については以下のとおりです。 

     

    日  時：令和 4年 8月 10日（水） 

  検査材料：バルク乳（原則、家保職員がｸｰﾗｰｽﾃｰｼｮﾝで採材します） 

  検査方法：遺伝子検査 

    検査の流れ：裏面の検査ﾌﾛｰﾁｬｰﾄを参照してください 

  ※第２回目は令和 5年 2月を予定しています 

 

   

  平成 29年度：酪農家１戸２頭、肉牛農家１戸１頭摘発 

   平成 30年度：酪農家１戸２頭摘発   

   令和 ２年度：酪農家３戸３頭摘発 

     ☆出荷先の農場で PI牛と診断された事例もあります

  牛ウイルス性下痢(BVD)の 

         バルク乳検査を実施します！ 
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〇導入牛（妊娠牛の場合はその産子も）は、その都度 BVD の検査を行いま

しょう。（検査手数料 600円/頭）   

※販売用子牛も検査を行い、BVDをまん延させないよう努めましょう。 

〇BVDワクチンを接種して感染を予防しましょう。ワクチンには生と不活化

がありますが、妊娠牛には必ず不活化を接種してください。 

〇 PI牛と診断されたら速やかにとう汰しましょう。 

発生予防対策 

令和４年７月 



 


